
オンライン資格確認システムの導⼊について

オンライン資格確認とは、従来の健康保険証とは別

に、事前に「初回登録」を⾏ったマイナンバーカー

ドが健康保険証として利⽤できる仕組みです。院内

に設置してあるカードリーダーにマイナンバーカ

ードをかざすことで保険証の資格確認がスムーズ

になります。

また患者さんの同意により、薬剤情報、特定健診情報等、必要な診療情報を事前に医師が取得・活⽤して

診療を⾏うことができる為、より適切で迅速な治療、検査を受けることができます。 

なお、健康保険証も従来どおり使⽤できますので、マイナンバーカードをお持ちでない患者さんは健康保

険証を提⽰ください。 

詳しくは厚⽣労働省のホームページをご覧ください。 

マイナンバーカードの健康保険証利⽤について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html



